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パリ協定における⻑期戦略の位置づけ

 COP21(2015年12月)で採択されたパリ協定において、全ての締約国は、温室効果
ガス排出削減のための⻑期的な戦略を策定するよう努めることが招請されている。

●⻑期⽬標（２℃⽬標、1.5℃努⼒⽬標）
・世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努⼒を追求。
・出来る限り早期に世界の温室効果ガスの排出量をピークアウトし、今世紀後半に⼈為的な温室効果ガスの排
出と吸収源による除去の均衡を達成。

◆先進国、途上国を問わず、特定年次に向けての世界の削減数値⽬標は合意されなかった。

●プレッジ＆レビュー
・主要排出国を含む全ての国が自国の国情に合わせ、温室効果ガス削減⽬標（ＮＤＣ︓
Nationally Determined Contribution）を策定し、5年ごとに条約事務局に提出・更新。

・各国は⽬標の達成に向けた進捗状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家による
レビューを受ける。

◆先進国、途上国を問わず、特定の排出許容量をトップダウンで決める⽅式は採⽤されなかった。
また、⽬標が未達の場合にクレジットを購入してオフセットするペナルティも導入されなかった。

●⻑期低排出発展戦略
・全ての締約国は、⻑期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を作成し、及び通報するよう努⼒
すべきであるとされた。

◆COP21決定において、⻑期低排出発展戦略について、2020年までの提出が招請されている。
※現在の戦略は令和元年６月11日閣議決定

パリ協定の基本的考え方
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「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」の概要
 日本の⻑期戦略は、「環境と成⻑の好循環」という考え⽅の下、①イノベーション、

②ファイナンス、③国際展開という3本柱の下、大きな⽅向性を提示。
 パリ協定⻑期成⻑戦略懇談会や中環審・産構審合同会合における議論、パブリックコ

メント等を踏まえて、2019年6月11日に地球温暖化対策推進本部で了承され、同
日に閣議決定された。

1.趣旨・目的
・ パリ協定で策定・通報が招請されている「温室効果ガスの低排出型の発展のための長期的な戦略」（長期

戦略）を策定。我が国の考え方・取組を世界に共有し、1.5℃の努力目標を含むパリ協定の長期目標の実
現にも貢献、 国際的な議論をリード

2.長期的なビジョン
・ 最終到達点として「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを

目指すとともに、2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減の実現に向けて、大胆に施策に取り組
む

※積み上げでない将来の「あるべき姿」

3.長期的なビジョンに向けた政策の基本的考え方
・ ビジョン達成に向けてビジネス主導による非連続なイノベーションを通じた「環境と成長の好循環」を実現
／ 世界全体での取組が不可欠

・ 取組を今から迅速に実施
・ 世界への貢献

4.将来に希望の持てる明るい社会を描き行動する
要素：SDGs達成、共創、Society5.0、地域循環共生圏、課題解決先進国

第１章：基本的考え方
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「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」の概要
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⻑期戦略を踏まえた取組︓グリーンイノベーション・サミット

 2019年10月、温暖化対策に関連する３つの国際会議を日本で集中して開催し、そ
の成果を総理官邸で集約する「グリーンイノベーション・サミット」を開催した。

 世界の産業界、⾦融界、研究者のトップが、⾮連続な環境イノベーションを加速化して
いくことにコミットした。

TCFDサミット（Taskforce on Climate-related Financial Disclosure)

ピーター・バッカー WBCSD代表兼CEO
マーク・カーニー イングランド銀⾏総裁
水野 弘道 PRI理事、GPIF理事兼CIO 等

ICEF（Innovation for Cool Earth Forum)
田中 伸男 運営委員⻑（元IEA事務局⻑）
デービッド・サンダロー 運営委員（元米国DoE次官）

RD20（G20各国の研究機関の集まり）
中鉢 良治 議⻑（産業技術総合研究所理事⻑）
ライムンド・ノイゲバウアー フラウンホーファー研究機構理事⻑ 等

内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、環境大臣
2019年10月9日グリーンイノベーションサミット

（2019年10月９日開催）
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⻑期戦略を踏まえた取組︓革新的環境イノベーション戦略
（2020年１月統合イノベーション戦略推進会議決定）

5

アクセラレーションプラン －イノベーション・アクションプランの実現を加速するための３本の柱－

【グリーンイノベーション戦略推進会議】
府省横断で、基礎〜実装まで⻑期に推進。既存プロジェクトの総点検、最新知⾒でアクションプラン改訂。

ゼロエミッション・イニシアティブズ －国際会議等を通じ、世界との共創のために発信－
グリーンイノベーション・サミット、RD20、ICEF、TCFDサミット、水素閣僚会議、カーボンリサイクル産学官国際会議

イノベーション・アクションプラン
－革新的技術の2050年までの確⽴を⽬指す具体的な⾏動計画（５分野16課題）

－①コスト⽬標、世界の削減量、②開発内容、③実施体制、④基礎から実証までの⼯程を明記。

①司令塔による計画的推進

【ゼロエミ国際共同研究センター等】
G20研究者12万⼈をつなぐ「ゼロエミッション国際共同研究センター」、産学が共創する「次世代エネルギー基盤研究
拠点」、「カーボンリサイクル実証研究拠点」の創設。「東京湾岸イノベーションエリア」を構築し、産学官連携強化。
【ゼロエミクリエイターズ500】 若⼿研究者の集中⽀援。
【有望技術の支援強化】 「先導研究」、「ムーンショット型研究開発制度」の活⽤、「地域循環共⽣圏」の構築。

②国内外の叡智の結集

【グリーン・ファイナンス推進】 TCFD提⾔に基づく企業の情報発信、⾦融界との対話等の推進。
【ゼロエミ・チャレンジ】 優良プロジェクトの表彰・情報開示により、投資家の企業情報へのアクセス向上。
【ゼロエミッションベンチャー支援】 研究開発型ベンチャーへのVC投資拡大。

③⺠間投資の増⼤

強⼒に後押し

 世界のカーボンニュートラル、更には、過去のストックベースでのCO2削減（ビヨンド・ゼロ）を
可能とする革新的技術を2050年までに確⽴することを⽬指す。

５
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 ESG⾦融懇談会提⾔（2018年７⽉取りまとめ）を踏まえ、各業界トップと国が連携し、ESG⾦融に関
する意識と取組を⾼めていくための議論を⾏い、⾏動をする場として、2019年２⽉に設置。
 第１回（2019年２⽉）︓提⾔に基づくフォローアップとして各業界ごとに取組を報告。
 第２回（2020年３⽉）︓特に議論を深めるべきテーマとして同パネル下に「ポジティブインパクト
ファイナンスタスクフォース」及び「ESG地域⾦融タスクフォース」を設置。

 第３回（2020年10⽉）︓「ESG⾦融の深化を通じたポジティブインパクトの創出に向けた宣⾔」
 第４回（2021年４⽉）︓ESG地域⾦融の普及展開に向けた「共通ビジョン」を報告。
※ 第５回は2021年秋頃開催予定。

委員等（2021年4月 第4回開催時点）
＜直接⾦融＞
・大場 昭義 （一社）日本投資顧問業協会 会⻑
・鈴⽊ 茂晴 日本証券業協会 会⻑
・根岸 秋男 （一社）⽣命保険協会 会⻑、

明治安田⽣命保険相互会社 取締役代表執⾏役社⻑
・広瀬 伸一 （一社）日本損害保険協会 会⻑、

東京海上日動火災保険（株） 取締役社⻑
・松谷 博司 （一社）投資信託協会 会⻑
・山道 裕己 （株）東京証券取引所 代表取締役社⻑
＜間接⾦融＞
・大矢 恭好 （一社）全国地⽅銀⾏協会 会⻑、

（株）横浜銀⾏ 代表取締役頭取
・田中 一穂 日本政策⾦融公庫 総裁
・⻄川 義教 （一社）第⼆地⽅銀⾏協会 会⻑、

（株）愛媛銀⾏ 頭取
・三毛 兼承 （一社）全国銀⾏協会 会⻑、

（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ
取締役 執⾏役会⻑

・御室 健一郎（一社）全国信⽤⾦庫協会 会⻑、
浜松いわた信⽤⾦庫 理事⻑

・山根 英一郎（株）日本政策投資銀⾏ 取締役常務執⾏役員
・渡邉 武 （一社）全国信⽤組合中央協会 会⻑、

茨城県信⽤組合 理事⻑

＜有識者＞
・大塚 直 早稲田大学法学部 教授
・大⻄ 一史 熊本市⻑
・翁 百合 （株）日本総合研究所 理事⻑
・北川 哲雄 ⻘山学院大学名誉教授、東京都⽴大学特任教授
・末吉 ⽵⼆郎 国連環境計画・⾦融イニシアティブ（UNEP FI）特別顧問
・高村 ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター 教授
・多胡 秀⼈ （一社）地域の魅⼒研究所 代表理事
・玉⽊ 林太郎（公財）国際⾦融情報センター 理事⻑（OECD前事務次⻑）
・中曽 宏 （株）大和総研理事⻑
・水口 剛 高崎経済大学 学⻑
・森 俊彦 （一社）日本⾦融⼈材育成協会 会⻑
＜オブザーバー＞
・内閣府
・財務省
・経済産業省
・国⼟交通省
・⾦融庁
・日本銀⾏
・（一社）日本経済団体連合会
・（公社）経済同友会
・企業年⾦連合会
・21世紀⾦融⾏動原則

⻑期戦略を踏まえた取組︓ESG⾦融ハイレベル・パネル
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⻑期戦略を踏まえた取組︓脱炭素移⾏支援パッケージ

政策対話 ⻑期戦略・計画
法制度支援

案件形成
支援

事業資⾦
支援

⼩型⾵⼒発電
フィリピン︓離島における台⾵に
強い⼩型⾵⼒発電の推進、許
認可⼿続の簡素化を提案。

IT技術
フィリピン︓交通部門の低炭
素化を促進するため、IT技術
を活⽤した低公害型の⾞両の
購入・買換えの促進策を提案。

省エネ・再エネインフラ
カンボジアでは5600灯のLED
街路灯を設置。（総設置面
積は山⼿線内側の約２倍）

浄化槽
ミャンマー初の廃棄物発電施設

廃棄物発電
中国、ベトナムなどを中心
に海外展開し、輸出基数
は６年で100倍以上。

• 各国の事情を反映した⻑期戦略・計画等の策定⽀援
• 制度整備、⼈材育成

• JCM等によるファイナンス• F/Sや実証事業の実施

国内外の都市間連携を推進し、国内の都市の経験やノウハウを海外都市に移転

官⺠イニシアティブでビジネス環境を整備（環境インフラ海外展開プラットフォーム）

 環境性能の高いインフラのビジネス主導による海外展開を、脱炭素化に向けた政策の策定⽀援
とパッケージで⾏う「脱炭素移⾏型支援」を官⺠連携で推進。

 相⼿国との協働による「コ・イノベーション」を⽣み出し、その成果を国内に還元することで、我が国
のカーボンニュートラルも促進。
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菅総理の2050年カーボンニュートラル宣⾔

 2020年10月26日、第203回臨時国会において、菅総理より「2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を⽬指す」ことが宣⾔された。

【第203回国会における菅内閣総理⼤⾂所信表明演説】（令和2年10月26日）＜抜粋＞
 菅政権では、成⻑戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注⼒して参りま

す。我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を⽬指すことを、ここに宣⾔いたします。もはや、温暖化への対応は経済成
⻑の制約ではありません。積極的に温暖化対策を⾏うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな
成⻑につながるという発想の転換が必要です。

 鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションです。実⽤化
を⾒据えた研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資の更なる普及
を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地⽅で検討を⾏う新たな場を創設するなど、総⼒を挙げて
取り組みます。環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めていきます。世界のグ
リーン産業をけん引し、経済と環境の好循環をつくり出してまいります。

 省エネルギーを徹底し、再⽣可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原⼦⼒政策を進めるこ
とで、安定的なエネルギー供給を確⽴します。⻑年続けてきた⽯炭火⼒発電に対する政策を抜本的に転換し
ます。
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2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓グリーン成⻑戦略

 温暖化への対応を、経済成⻑の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成⻑の機会と捉える時
代に突入。
➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を⾏うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる

大きな成⻑ に繋がっていく。こうした「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成
⻑戦略

 企業の現預⾦（240兆円）を投資に向かわせるため、意欲的な⽬標を設定。予算、税、規制・標準
化、⺠間の資⾦誘導など、政策ツールを総動員。グローバル市場や世界のESG投資（3,000兆円）
を意識し、国際連携を推進。

 実⾏計画として、重点技術分野別に、開発・導入フェーズに応じて、2050年までの時間軸をもった工程
表に落とし込む。技術分野によってはフェーズを⾶び越えて導入が進展する可能性にも留意が必要。
 ①研究開発フェーズ︓政府の基⾦＋⺠間の研究開発投資
 ②実証フェーズ ︓⺠間投資の誘発を前提とした官⺠協調投資
 ③導入拡大フェーズ︓公共調達、規制・標準化を通じた需要拡大→量産化によるコスト低減
 ④自⽴商⽤フェーズ︓規制・標準化を前提に、公的⽀援が無くとも自⽴的に商⽤化が進む

 2050年カーボンニュートラルを⾒据えた技術開発から足下の設備投資まで、企業ニーズをカバー。
規制改革、標準化、⾦融市場を通じた需要創出と⺠間投資拡⼤を通じた価格低減に政策の重点。
 予算（高い⽬標を⽬指した、⻑期にわたる技術の開発・実証を、2兆円の基⾦で支援）
 税（⿊字企業︓ 投資促進税制、研究開発促進税制、 ⾚字企業︓ 繰越⽋損⾦）
 規制改革（水素ステーション、系統利⽤ルール、ガソリン自動⾞、CO2配慮公共調達）
 規格・標準化（急速充電、バイオジェット燃料、浮体式⾵⼒の安全基準）
 ⺠間の資⾦誘導（情報開示・評価の基準など⾦融市場のルールづくり）

（2020年12月25日策定）
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2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓地球温暖化対策推進法改正

 地球温暖化対策推進法の改正案を、第204回通常国会に提出。
 「2050年までの脱炭素社会の実現」を基本理念として法律に位置づけ、政策の継続

性・予⾒可能性を向上し、あらゆる主体の脱炭素に向けた取組や投資を促進。
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2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓エネルギー基本計画の⾒直し

 2020年10月から、総合資源エネルギー調査会において、次期エネルギー基本計画の
策定に向けて議論が⾏われている。

 次期エネルギー基本計画においては、エネルギー分野を中心とした2050年カーボン
ニュートラルに向けた道筋を示すとともに、2050年への道筋を踏まえ、取り組むべき政
策を示す。

2030年⽬標の進捗と更なる取組の検証
ー エネルギーミックスの達成状況
ー エネルギー源ごとの取組状況
ー 今後、さらに取り組むべき施策 など

2050年カーボンニュートラルの実現を⽬指すための課題と対応の検証
ー カーボンニュートラルを⽬指すEU、英国の状況
ー カーボンニュートラルに向けた主要分野の取組
ー エネルギー部門（電⼒分野、⾮電⼒分野）に求められる取組 など

グリーンイノベーション
戦略推進会議

３E+Sを⽬指す上での課題を整理
 レジリエンスの重要性など新たな要素の確認

電⼒、産業、⺠⽣、運輸
部門において、脱炭素化
に向けて必要となるイノ

ベーションについての検討

議論の内容を取り込み
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2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓地域脱炭素ロードマップ

 4月20日に国・地⽅脱炭素実現会議第2回会合を開催し、本⾻⼦案を議論。
ロードマップの基本シナリオ

地域の豊富な再エネポテンシャルを最大限活用し、2050年脱炭素と、経済活性化、防災等
の地域課題の同時解決を目指す。

①今後5年間に対策を集中実施し、
② 100カ所以上の「脱炭素先⾏地域※」の創出
③屋根置き太陽光や省エネ住宅など重点対策を全国で実施
により、地域の脱炭素モデルを全国そして世界に広げる。

※脱炭素先⾏地域︓脱炭素に向かう先⾏的な取組
として、⺠⽣部⾨（家庭やビル等）の電⼒消費
に伴うCO2排出を実質ゼロに。2025年までに道
筋をつけ、2030年までに達成。

＜１＞地域と国が一体で取り組む
地域の脱炭素イノベーション

①⾃治体、⾦融機関、中核企業等
が主体的に参加した体制構築。
脱炭素に関する課題把握・事業
検討・合意形成・進捗確認の一
連実施

②地域の脱炭素の取組に対して、
国の地方支分部局が水平連携し
ながら、人材派遣や資⾦の継続
的・包括的な支援を提供

ロードマップ実現のための具体策
＜２＞ グリーン×デジタルで
ライフスタイルイノベーション

①製品・サービスへのCO2排出量
の⾒える化

②企業や地域のポイントを活用し、
脱炭素な製品サービスの選択へ
のインセンティブを付与

③ナッジを活用し、日常シーンの
中の変化をそっとひと押し

＜３＞社会を脱炭素に変える
ルールのイノベーション

①温対法改正法案に基づく地域再エ
ネの目標と促進地域を設定

②⾵⼒発電等促進のための環境アセ
スメント最適化

③科学調査による地域共⽣型地熱発
電の開発加速化

④住宅・建築物の省エネ対策等の強
化に関するロードマップの作成

⇒5月下旬〜6月上旬頃に地域脱炭素ロードマップを取りまとめる予定。



2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓みどりの⾷料システム戦略

 ⾷料・農林水産業の⽣産⼒向上と持続性の両⽴をイノベーションで実現する新たな政
策⽅針として、「みどりの⾷料システム戦略」を、2021年５月に策定。
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2050年カーボンニュートラルに向けた取組︓国⼟交通グリーンチャレンジ
＜検討案＞

 社会資本整備審議会・交通政策審議会環境部会・技術部会合同「グリーン社会
WG」にて検討中。
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⻑期戦略の⾒直しに当たっての基本的考え⽅（案）

 現⾏の⻑期戦略策定時から以下のような状況変化が⾒られる。⾒直しに当たっては、
こうした点を踏まえて御議論いただきたい。
 「2050年カーボンニュートラル」は「2050年までに80％削減」「（脱炭素社会を）今世紀後半のできるだけ

早期に実現」という従来の政府⽅針と比べて大幅な前倒しであり、その実現に向けて大胆に産業構造や経
済社会の変革を進める必要があり、政策の予⾒性を高め、あらゆる主体の取組・投資やイノベーションを加
速させることが重要である。

 世界全体が新型コロナウイルス感染症という歴史的危機に直面する中で、コロナ危機により世の中は大きく
変化しており、気候変動・エネルギー対策もこの変化に対応する必要がある。コロナ前の社会に戻るのではな
く、持続可能で強靱な社会システムへの変革を実現することが求められている。

 現在、菅総理の2050年カーボンニュートラル宣⾔以降、温対法改正による法定化
（現在国会審議中）、エネルギー基本計画の⾒直し、地域脱炭素ロードマップの策
定、グリーン成⻑戦略の策定など、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、様々
な議論が⾏われている。

 ⻑期戦略の⾒直しは、こうした議論を基に、現在検討を進めている温対計画と整合的
に、進めていくこととしてはどうか。また、国内外へのわかりやすい発信という観点にも留意
が必要ではないか。


